
生活保護法に基づく
介護扶助における介護報酬請求上

の注意点について

さいたま市福祉局

生活福祉部生活福祉課
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介護機関 国保連

さいたま市福祉事務所

①介護券

②介護報酬請求

⑤支払

⑥支払

⑦介護扶助費の点検

●請求～審査～支払の流れ（生活保護等※）

⑧過誤申立

③審査

④請求・通知

過誤決定通知書の内容を確認し、
過誤を改めた上での請求が必要となります

※法別番号（公費負担者番号の左側２桁）が１２あるいは２５の場合

有効な介護券の内容に
基づいた請求が必要です
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介護券について

参考
介護券（一部抜粋）

１．有効期間
介護券には必ず有効期間が記載されてい
ます。

福祉事務所から毎月送付されるため、必ず
確認してください。

２．公費負担者番号，受給者番号
被保護者が転居した時など、保護の実施
機関に変更があった場合に、公費負担者番
号が変更になります。

医療オンライン資格確認の導入に伴い、さ
いたま市内で保護の実施機関が変更になっ
た場合には、受給者番号は変更しません。

（ 令和１年９月分 ）

３．本人支払額
被保護者の世帯構成、収入の状況等によ
り、本人支払額が発生する場合があります。
※毎月同額とは限りません。
※一時的に発生する場合もあります。

※毎月介護券を受領し、内容を御確認くださ
い。

令和**年**月**日まで令和**年**月**日から
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≪参考≫
生活保護法による指定介護機関の指定手続きについて

生活保護法が平成２６年７月１日に改正されました。法改正の前後で、生活保護法による指定介護機関の
申請手続きが異なっております。平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定を受けたサービス種別（事業
所）は、生活保護法による指定も受けたものとみなされます。詳しくは下の表を御確認ください。

生活保護法改正前

生活保護法による指定
を希望する場合は、

介護保険法の指定又は
開設許可とは別に、

生活保護法の指定介護
機関指定申請書を福祉
事務所に提出する。

生活保護法改正後（現在の指定方法）

平成２６年７月１日以降に介護保
険法の指定を受けたサービス種
別（事業所）

生活保護法による指定介護機関の申請は不
要です。介護保険法による指定を受けると、生
活保護法による指定介護機関の指定を受けた
ものとみなされます。

平成２６年

６月３０日以前
に開設し、

介護保険法の
指定を受けた
事業所

生活保護法の
指定を受けて
いるサービス
種別（事業所）

生活保護法改正に伴う手続きはありません。

今後も継続して、生活保護法による指定介護
機関の指定を受けます。

生活保護法の
指定を受けて
いないサービ
ス種別（事業
所）

生活保護法による指定介護機関の申請が必
要になります。

今後も指定を希望されない場合は、手続きは
不要です。

指定を希望する場合は、事業所の所在する区
の福祉事務所（区役所福祉課）に「指定介護機
関指定申請書」を御提出ください。
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≪参考≫
変更届等の提出が必要な場合について

生活保護法による（みなし）指定を受けている指定介護機関については、以下の変更事由に該当する
場合には、事業所の所在する区の福祉事務所（区役所福祉課）に変更届等を提出してください。
（生活保護法第５４条の２において準用する同法第５０条の２、生活保護法施行規則第１４条）

変更事由

提出物

平成２６年６月３０日以前から生活
保護法による指定を受けている介
護機関

平成２６年７月１日以降に介護
保険法の指定又は開設許可を
受け、生活保護法によるみなし
指定を受けている介護機関

介護機関の名称に変更があったとき

変更届
介護機関がさいたま市内での所在地変更をしたとき
（住居表示、地番整理等による変更も含む。）

介護機関の管理者又は開設者に変更があったとき

介護機関を休止したとき 休止届

介護機関がさいたま市から他市町村へ所在地変更したとき

廃止届 －
介護機関の開設者を変更したとき（交代、個人⇔法人 等）

介護機関を廃止したとき

指定されているサービスの一部を廃止したとき

休止していた介護機関を再開したとき 再開届

生活保護法施行規則第１４条第３項に規定する処分を受けたとき 処分届 ―

生活保護法による指定を辞退しようとするとき
（３０日以上の予告期間が必要）

辞退届

5




